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≪コラム・豆知識≫ 

◇障がい者の居場所「Fun・Fun くらぶ」 

障がいがあっても、地域で自分らしく楽しく当たり前に生活していくための社

会資源として、西淀川区障がい者基幹相談センターが中心となり平成２５年より

始めたのが、障がい者の居場所「Fun・Fun くらぶ」です。この居場所は、自

宅と作業所等を往復する生活で、当たり前の社会経験が出来なかった方や、休日

に過ごす場がない方たちが集まり、自分たちでやりたいことを決め、挑戦してい

く場所です。調理実習や外食などの取り組みに加えて、継続して取り組んでいる

のは、西淀川区社会福祉協議会ふくふくでの「カフェふくふく」です。おそろい

のエプロンを作って毎年楽しみにしながら活動しています。参加者をもっと増や

し、一人でも多くの方の自己実現を叶えることが目標ですが、残念ながらスタッ

フ不足もあり、なかなか拡がらないのが現状です。 
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≪コラム・豆知識≫ 

◇こどもの居場所「こども食堂」 

「こども食堂」は日本全国で広がっている無料または低額で食事ができる、こ

どものための地域コミュニティです。孤食や貧困対策として大きく取り上げられ

ていますが、偏った食事の改善や親の息抜き、地域とのつながりを持てる役割を

もつ「こども食堂」も多くあります。安らげる居場所であるとともに、学校や家

で教わることとはまた違う体験や学びも得られる居場所です。 

現在、区内には４つあります。また、区内のこども支援団体や「こども食堂」

で集まり、こどもたちの課題を話し合い、成長を一緒に見守っていけるよう「西

淀川こどもネット」が発足しました。横のつながりを強化し行政や学校、地域に

向け情報を発信、相談をすることにより多様で前向きなアプローチが出来るよう

になりました。 

昔ながらの「地域でこどもを育てる」ことが出来るよう、地域はもちろん西淀

川区全体で連携し、安定した運営を目指しています。 
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西淀川区・地域福祉計画・地域福祉活動計画策定の経過 

【平成２９年度】   

１１月～３月 「地域活動に関するアンケート」の実施（P10～P１４） 

【平成３０年度】   

１２月～令和元年１２月 「縁活プログラム GO!GO!GO!」の実施（P３０～P３１） 

2 月 27 日 第１回 策定委員会 
策定の意義について 

策定スケジュールについて 

【令和元年度】   

4 月 23 日 第２回 策定委員会 
グループワーク 

課題の共有 

6 月 26 日 第３回 策定委員会  
グループワーク 

新たな課題・重大課題 

8 月 27 日 第４回 策定委員会 
グループワーク 

新たな課題・重大課題 

9 月 5 日 第１回 ワーキングチーム会議  グループワークの課題整理 

10 月 16 日 第２回 ワーキングチーム会議 グループワークの課題整理 

10 月 29 日 第５回 策定委員会 グループワークで出された課題審議 

11 月 11 日 第３回 ワーキングチーム会議 素案策定作業 

11 月 27 日 第４回 ワーキングチーム会議 素案策定作業 

12 月 12 日 第６回 策定委員会 素案の審議 

1 月 15 日 第５回 ワーキングチーム会議 素案の課題整理 

1 月 29 日 第７回 策定委員会 素案の審議 

2 月 13 日 第６回 ワーキングチーム会議 素案策定作業 

3 月 6 日 第７回 ワーキングチーム会議 素案策定作業 

3 月 17 日 第８回 策定委員会 素案のとりまとめ 

【令和２年度】   

６月６日～７月６日 パブリックコメントの実施   

7 月 9 日 第８回 ワーキングチーム会議 
パブリックコメントの結果報告 

案の審議 

7 月 14 日 第９回 策定委員会 案の審議 

 

 

資料編 
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参考 意見交換会～“にしよど『縁活』プロジェクトGo！Go！Go！”～結果 

「意見交換会～“にしよど『縁活』プロジェクト Go！Go！Go！～”」の結果概要

は、以下のとおりです。 

 

≪にしよど「縁活」プロジェクト Go！Go！Go！の開催≫ 

・参加者：地域活動協議会役員・女性部、民生委員・児童委員、地域福祉活動実践者、

小中学校 PTA など地域ごとに選定。 

・各地域の開催結果。（時間は、概ね午後 7 時から 1 時間 30 分程度） 

地域 開催日 会場 参加者（ｽﾀｯﾌ数） 

佃 平成 30 年 12 月 5 日（水） 老人福祉センター 28 名（13 名） 

千舟 平成 31 年 1 月 24 日（木） 区社協会議室 12 名（11 名） 

福 2 月 7 日（木） 福町会館 15 名（12 名） 

出来島 3 月 7 日（木） 出来島コミュニティ会館 42 名（12 名） 

川北 4 月 25 日（木） 川北コミュニティ会館 11 名（10 名） 

歌島 令和元年 5 月 16 日（木） 白鳥会館 8 名（ 9 名） 

野里 5 月 30 日（木） 野里福祉会館 19 名（ 9 名） 

竹島 11 月 28 日（木） 竹島コミュニティ会館 5 名（ 9 名） 

大野百島 12 月 19 日（木） 寿会館 5 名（ 9 名） 

柏里 12 月 21 日（土） 柏里会館 12 名（ 7 名） 

 

≪新しい担い手との知り合い方を考えよう ～一緒に活動したい人～ ≫ 

一緒に活動したい人 

・若い人（大学生・高校生含む） ・子育て中の人、PTA の保護者 

・老若男女（いろいろな世代） ・こどもたち 

・元気で明るい人 ・明るく楽しく動ける人 

・行動力のある人 ・思いやりや気遣いができる人 

・協調性のある人 ・話し上手な人、聞き上手な人 

・統率力のある人 ・経験豊富な人・知識豊かな人 

・パソコンが得意な人 ・地域事情に精通している人 

・企画力や運営力のある人 ・経理ができる人 

・専門知識や特技のある人 ・小・中学校の先生 

・マンション居住者 ・最近引っ越してきた人 

・母子家庭の方 ・外国籍の人 

・地域内の会社 ・お店の経営者 

・介護施設のスタッフや利用者 ・防災能力を高めてくれる会社  など 
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≪新しい担い手との知り合い方を考えよう ～出会いや活動の場面～ ≫ 

出会いや活動の場面 

・地域主催行事・イベント ・ふれあい喫茶 ・食事サービス 

・学校行事・イベント ・親子参加のイベント ・子育てサロン 

・子ども見守り隊 ・防災訓練 ・運動会 

・盆踊り、夜店 ・もちつき大会 ・バス旅行、慰安旅行 

・フェスティバル ・地域清掃 ・カラオケ大会 

・ゲートボール ・グラウンドゴルフ ・プロレス 

・こども食堂 ・料理教室 ・苦情発表会 

・チャリティイベント ・芸能まつり ・犬の散歩 

・区役所等の出前講座  など 

 

≪新しい担い手との知り合い方を考えよう ～出会いの方法やきっかけ～ ≫ 

出会いの方法やきっかけ 

・日頃からのあいさつ ・知人からの声かけ ・地域独自での SNS 発信 

・回覧板 ・口コミ ・掲示板、手作りポスター 

・マンションへの配布 ・行事等参加者への勧誘 ・子どもを通じ、親を勧誘 

・案内の手紙 ・若い世代との懇親会 ・施設に参画等を依頼 

・外国人向け広報活動 ・交流会の開催 ・楽しさをアピール 

・直接お願いする ・若い人に役員を任す ・イベントを増やす 

・モノを配る ・他地域とコラボする ・行事等に芸能人を呼ぶ 

・近所づきあいを活発に ・他地域にも周知する  など 

 

≪新しい担い手との知り合い方を考えよう ～具体的な方法（提案）～ ≫ 

具体的な方法（提案） 

・あいさつや声かけをしながら「なじみやすさ」「明るさ」を大切にする 

・参加しやすいイベントを行い、参加された方に、また来てもらえる雰囲気づくりを。 

・防災訓練に中学生の子どもを巻き込み行う（有事の際は、中学生が力になる！）。 

・子どものイベントを行い、親子で地域活動に定着してもらえるようにする。 

・若い人が興味をもてるイベントを開催する。 

・見守り活動で子どもと顔なじみになり、行事の際に、保護者に声かけ、勧誘する。 

・地域の学校（小学校・中学校）から卒業生に声をかけてイベントを開催する。 

・若いお母さんと懇親会を開く。 

・いろんな人の発表の場をつくる。 

・バス旅行で一緒に食事したりすると仲良くなれる。 

・小・中学校等で子どもが太鼓に触れてもらう機会を増やす。 

・外国の人が入りやすい仕組みを考えて文化交流、町内会に入ってもらう。 

・班長を当番制（2 年間）にして、地域との関わりを持っていく 

・PTA に積極的に声をかけて、他の行事にも参加していただけるように働きかける。 

・高齢者（元気な方の協力）生きがいなるような取り組みを行う。 

・他地域の方にも参加していただき、手伝っていただけるように声をかける。 

・誰でもできること（掃除など）を始める。 

・無理強いをしない、若い人に対して優しく接する。  など 

 



- 33 - 

 

西淀川区地域福祉計画・地域福祉活動計画策定委員名簿 

   
令和 2 年 7 月 1 日現在 

順不同・敬称略 

役 職 氏   名 分   野   等 

委員長代理 池田 恭和 ボランティア・市民活動分野 

委員 井上 正裕 老人クラブ連合会 

委員 岩本 一美 公募 

委員 大澤 由紀 公募 

委員 大西 史高 公募 

委員 鴻上 圭太 区 PTA 協議会 

委員 中村 満寿央 多文化共生分野 

委員 西尾 篤 高齢者分野 

委員 布村 三保子 民生委員児童委員協議会 

委員 福田 留美 子育て・児童分野 

委員 藤江  徹 まちづくり分野 

委員 藤浪 和美 障がい者分野 

委員 山本  善明 生活困窮者支援事業関係者 

委員 安田 義和 公募 

委員 横山 光応 企業関係者 

委員 （渡辺 観二） (地域活動協議会) 

委員長 （藤木 昇）  (地域活動協議会) 

委員 （松宮 慶昭） (生活困窮者支援事業関係者) 

委員 （三星 武志） (生活困窮者支援事業関係者) 

助言者 鈴木 大介  大阪成蹊短期大学幼児教育学科准教授 

※（ ）内は途中退任で、分野等は退任時点 
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西淀川区地域福祉計画・地域福祉活動計画策定委員会設置要綱 

（目的） 

第１条 西淀川区において地域福祉を推進するため、西淀川区地域福祉計画・地域福祉活

動計画（以下「計画」という。）の策定を目的として、「西淀川区地域福祉計画・地

域福祉活動計画策定員会」（以下「策定委員会」という。）を設置する。 

 

（審議内容） 

第 2 条 策定委員会は次に掲げる事項を審議する。 

  （１）地域福祉計画・地域福祉活動計画の策定に関すること。 

  （２）その他、地域福祉の推進に必要と認められる事項に関すること。 

 

（委員） 

第３条 策定委員会の委員は 20 名以内で組織する。 

２ 委員は次の項に掲げる者で組織し、任期は本要綱の施行日から地域福祉計画・地域

福祉活動計画が策定されるまでの間とする。 

３ 西淀川区に在住・在勤、在学の者、または区内で活動する団体等で活動している者 

 

（委員長・策定委員会） 

第４条 策定委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。 

２ 委員長に事故がある時は、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。 

3 委員長は、策定委員会を招集し、議事を進行する。 

  4 策定委員会には、委員以外に地域福祉に関する助言を得るために専門家の出席を

求め、その意見を聞くことができる。 

 

（部会） 

第５条 策定委員会に必要に応じてワーキングチームなど部会を設置する事が出来る。 

 

（事務局） 

第６条 策定委員会の事務局は、西淀川区役所保健福祉課及び西淀川区社会福祉協議会が

が担う。 

 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は委員長が定

める。 

附則 

この要綱は、平成３0 年１２月 12 日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成 31 年２月 27 日から施行する。 
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「西淀川区地域福祉計画・地域福祉活動計画（案）」に対する 

パブリック・コメント手続きの実施結果について 

1. 実施概要 

（１） 意見募集期間 

令和２年６月６日（土）から令和２年７月６日（月）まで 

（２） 意見の提出方法 

持参、送付、ファックス、電子メール 

（３） 案の公表方法 

【閲覧・配架】 

・西淀川区役所保健福祉課、西淀川区社会福祉協議会 

【インターネットによる公表】 

・大阪市ホームページ、西淀川区役所ホームページ 

2. 実施結果 

ご意見の提出数 

・提出件数 １件 

・意見総数 ２件 

（内訳） 

提出方法（件） 

 持参 送付 ファックス 電子メール 

0 0 1 0 

年齢（件） 

19 歳以下 20 歳代 30 歳代 40 歳代 50 歳代 60 歳代 70 歳代 80 歳以上 

0 0 0 0 0 0 1 0 

住所（件） 

区内居住 区内在勤 区内在学 市外居住 市内他区居住 

0 1 0 0 0 

（※区内…西淀川区内） 

 

３ 意見の分類 

 

意 見 内 容 意見件数 

相談・支援体制の充実 1 

地域活動の展開 1 


